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☆働きやすい職場環境づくり
　「企業の社会的責任（ＣＳＲ）」を果
たすとともに「あらゆる差別の撤廃と
人権教育の推進」に邁進しましょう。

地球に優しい企業人の皆様へ
“ あなたにもできる。
  ライフスタイルの見直しで、
　　　１人１日１kgの CO2 削減 ”



２	 特集
 ҙ৫ɾάϧーϓ活ಈの๏ਓԽに
 ߹੍をར用しΑ ʂ͏
６	 中央会インフォメーション

８	 生産性革命と挑戦
ॴʢ੨ଜʣ࡞ثձࣾຊޫࣜג 
９	 ズームアップ！組合の魅力発見
ɹɹી࣫ث業ڠಉ߹ʢԘ৲ࢢʣ
10	 わが社の経営戦略
 ༗ݶձࣾԬຊॴʢࢢʣ
11	 Go! 発酵バレーNAGANO

12	 労働局からのお知らせ

14	 社労士が教える労務管理のポイント
ۚ࠷  ͬて͓きたいϙイント

ʪදࣸࢴਅհʫ
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特集　中小企業省力化投資補助金について

共同購買事業
仕入れ先

組合

部品・資材等
の供給

〈共同事業のイメージ〉

事業協同組合のメリット 事業協同組合の注意点
●認可法人としての高い信頼性
●税制上の優遇措置が適用され、
配当も可能
●透明で公平な組織
出資金額に関係なく、議決権は
一人一票
●事業者で組織された「業界団体」
として認知される
業界ルールの制定、共同宣伝、業
界の課題解決に向けた陳情など
●組合向けの様々な補助・助成が
受けられる
●組合員同士で情報交換も可能
●中央会の手厚いサポート

●赤字でも税金の支払いがある
　県税・市税の均等割の金額
　※長野市の場合は81,000円
●事務処理が煩雑
　役員の変更や決算関係書類の行
政庁への報告、法務局への登記
など
→中央会がサポートします！
●共同事業は組合員に継続的に利
用され、採算性が必要
　組合の事業は、目的を明確に　
して行うことが重要です。
　組合員のメリットと実現性のあ
る組合をつくりましょう。

事業協同組合について、さらに深く知りたい方は、
QRコードから「中小企業組合ハンドブック」をご覧ください。
事業協同組合の設立にご興味を持たれた方は、
長野県中小企業団体中央会（TEL:026-228-1171）まで！ 中小企業組合

ガイドブック

お問い合わせ先

まとめて購入

取引条件の
改善

共同販売事業
取引先

組合

製品等の
販売

まとめて販売

取引条件の
改善

組合員

組合員
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Ⅰ中小企業組合の概要

　தখنのۀ、ۀ、߭ 労者ۈ、者͏ߦΛۀのଞの事ͦۀαʔϏε、ۀӡૹ、ۀ
ͦのଞの者͕૬ޓැॿのਫ਼ਆʹڠ͖ͮجಉしͯ事ۀΛͨ͏ߦΊʹඞཁな組৫ʹ
͍ͭͯఆΊ、͜ ΕΒの者の公ਖ਼な׆ࡁܦಈのػ会Λ֬อし、ͬͯͦのࣗओతなܦ
͔、ಈΛଅਐし׆ࡁ ͭ、ͦ のࡁܦతҐの্ΛਤΔ͜ͱΛతͱし͍ͯ·͢ɻ

ᶃ ૬ޓැॿ的
　ˠ組合は、組合員の૬ޓැॿΛ
　　తͱし͍ͯ·͢ɻ

ᶄ Ճೖ・ୀのࣗ༝
　ˠ組合のՃೖ・ୀはҙ

ᶅ 議決ݖ、બݖڍのฏ等
　ˠग़ޱࢿʹ͔͔ΘΒͣฏ
　��（̍組合員̍ථ）

ᶆ ༨ۚ当のج४
　ˠར用ྔ当
　ˠग़ࢿ当（ׂ̍Ҏ）

基 準 お よ び 原 則

　相互扶助とは、組合員が互いに協
力して事業活動を行うことにより、
全体としての利益を上げ、全体の利
益が各組合員の利益に結びつくとい
う関係をいいます。中小企業は、小
規模であるが故の弱みを持ちます
が、同時にそれは機動性･創造性と
いう強みにもつながっています。弱
みを補完し強みを活かす理念が「相
互扶助」ということになります。

相互扶助とは

४　ج

ଇ　ݪ

？

中খا業等ڠಉ߹๏

P O I N T

P O I N T

ᶃ ߹員のไのݪଇ
　ˠ組合ࣗମのར益ٻͰはなく、組合員ʹޮՌΛ༩えΔ͜ͱΛతͱ͢Δͱͱ

ʹ、ಛఆの組合員のར益͚ͩΛతͱしͯはなΓ·ͤΜɻ
　　�（員֎ར用の੍ݶ）

ᶄ 政࣏的中立のݪଇ
　ˠ組合は、ಛఆのౘの࣏తʹར用しͯはなΓ·ͤΜɻ

■ 事業協同組合とは？
　தখۀا者͕ݸʑͰはରԠͰ͖な͍՝ʹରしͯ、૬ޓැॿのਫ਼ਆʹڠ͖ͮجಉしͯ事ۀ
Λ͜͏ߦͱʹΑΓ、ܦӦ্のॾΛղܾし、ܦӦのۙԽ・合ཧԽࡁܦతҐのվળ・
ΛਤΔ͜ͱΛతͱ͢Δ組合Ͱ͢ɻ্
　̐人Ҏ্のதখۀا者ʹΑͬͯઃཱͰ͖、ڞಉ事ۀΛ௨ͯ͡組合員͕͏ߦ事ۀΛิࢧ・
ԉ͢ΔͨΊの事ۀΛ࣮ࢪし·͢ɻதখۀاの組合੍のな͔ͰදతなଘࡏͰ、くதখ
者ۀछの事ۀ者Ͱ組৫͢Δ組合͕大Ͱ͕͢、ҟۀछの事ۀ者ʹར用͞Ε͍ͯ·͢ɻಉۀا
Ͱ組৫͢Δ組合ଟく、ͦΕͧΕの組合員͕อ༗͢Δٕज़、ܦӦのϊϋΛग़し合͍
な͕Β׆ಈし͍ͯ·͢ɻ
　組合ʹは、組৫ӡӦのج・ൣنຊํͱしͯ、උえ͓͔ͯな͚ΕばなΒな͍ج४͓Αͼݪ
ଇ（࣍ทࢀর）͕͋Γ·͢ɻ

保有する経営資源保有する経営資源

技術力
強化

販路
開拓

人材
育成

など

経営上の諸問題を共同事業により解決 !

生産性
向上

ヒト

モノ カネ
情報

情報ヒト

モノ カネ

モノ
ヒト

カネ 情報

ヒト
モノ

カネ

情報

組合

6 主な組合の概要

ɹຊձͰɺҙ৫άϧーϓ׆ಈͷ๏ਓԽͰ͋Δ合ͷઃཱࢧԉをͬߦて͍·͢ɻݝͰ
���を͑Δࣄ業ڠಉ合企業合༷ʑͳछྨͷ合͕ࣄ業׆ಈをͬߦて͍·͢ɻ
ɹ中小企業ڠಉ合๏Ͱنఆ͞ΕΔʮ合ʯͷઃཱを௨͠てɺ׆ࡁܦಈͷػձを֬อ͠ɺࡁܦతҐ
ͷ্をਤͬてΈ·せΜ͔ɻ

任意組織・グループ活動の
法人化に組合制度を利用しよう！

特 集

事業協同組合

事業協同組合とは？
ɹ̐ਓҎ্ͷ中小企業ऀ͕ू·ΓɺݸʑͰରԠͰ͖ͳ͍՝にର͠てɺڞಉ͠てऔΓΈɺ͓
ැॿͷ৫Ͱ͢ɻޓにॿ͚合͏͜とͰɺ合һͷϝϦοトをੜΈग़͢૬͍ޓ
ɹྫ͑ɺ中小企業ݸਓࣄ業ओͷ小نࣄ業ऀにとͬてɺએɾӦ業ɾൢചをࣗ力Ͱશてߦ
͏ͷେมͰ͕͢ɺࣄ業ڠಉ合を৫͠ڞಉ͠て͜͏ߦとͰɺࣾݸͰ࣮ݱͰ͖ͳ͔ͬͨࣄ業ͷ
合ཧԽをਤΔ͜と͕Ͱ͖·͢ɻ
ɹͦͷଞɺ業քҬͷ՝ղܾに͚ͨେ͖ͳऔͳͲɺෳͷࣄ業ऀ͕࿈ܞɾ৫Խ͢Δ͜と
にΑΓɺΞΠσΞ࣍ୈͰ༷ʑͳ׆ಈ͕Ͱ͖·͢ɻ

４人以上の事業者が集まることで、
可能性が広がります!!
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― つながる　ひろげる　連携の架け橋 ―

企  業  組  合

ɹ企業合ɺϑϦーϥϯεɾۈ࿑ऀɾओ්ɾֶੜͳͲݸਓͷํʑ͕ू·ΓɺҰͭͷࣄ業ମとͳͬ
てࣄ業׆ಈを͍ߦ·͢ɻͦΕͧΕͷΞΠσΞɾٕज़ɾϊϋを͔͠׆てࣄ業を͏ߦɺձࣾに͍ۙ
ଶͷ合Ͱ͢ɻܗ
ɹۙ࠷Ͱɺओ්ऀྸߴɺ企業にۈΊて͍ͨํɺ40)0ࣄ業ऀ͕ࣗΒͷݧܦを͔͠׆てઃཱ͢
Δέーε͕ଟ͘ɺ元ಛ࢈ͷ։ൃɾൢചࢠҭてࢧԉɺհޢɾࢱͳͲɺ༷ʑͳͰͷ業に
Εて͍·͢ɻ͞༺׆
ɹݝ知ࣄೝՄにΑΔ信༻力্੫੍༏۰ɺग़ݶֹࢿͷ༗ݶͳͲɺଟ͘ͷϝϦοト͕͋Γ
·͢ɻ·ͨɺܾٞݖҰਓҰථͰɺಇ͖ํڅྉ合һશһͰܾఆ͠て͍͖·͢ɻ

４人以上で経営資源を持ち寄って
創業する際にオススメ！

ɹɹɹɹɹ̍ɽ̐ਓҎ্ͷݸਓ͕ͦΕͧΕͷࢿͭ࣋ຊと࿑ಇをͬدͪ࣋てઃཱ͠·͢ɻ
ɹɹɹɹɹ̎ɽܦӦݯࢿɺ合һ͕ݧܦٕͭ࣋Ͱ͢ɻ
ɹɹɹɹɹ̏ɽຽओతͳӡӦをجຊと͠ɺ࿑ಇ݅合һࣗΒܾఆ͠·͢ɻ
ɹɹɹɹɹ̐ɽ合һͷ���Ҏ্ɺ合ࣄ業にै͢ࣄΔ͜と͕ඞཁͰ͢ɻ
ɹɹɹɹɹ̑ɽ合Ͱಇ͘શै業һͷ���Ҏ্合һͰ͋Δ͜と͕ඞཁͰ͢ɻ
ɹɹɹɹɹ̒ɽಛఆ合һશମͷ���ҎԼɺग़ࢿ૯ֹͰ���ະຬͰ͋Δ͜と͕ඞཁͰ͢ɻ

ɹɹɹɹɹɾొ໔ڐ੫ҹࢴ੫͕ඇ՝੫にͳΔͳͲɺ੫੍্ͷ༏۰ાஔ͕ద༻͞Ε·͢ɻ
ɹɹɹɹɹɾ༗ݶ੍͕ద༻͞ΕΔͨΊɺ合ͷ࠴หࡁग़ֹࢿをݶと͠·͢ɻ
ɹɹɹɹɹɾ合ӡӦにର͢Δൃݖݴग़ֹۚࢿに͔͔わΒͣɺฏͰ͢ɻ
ɹɹɹɹɹɾӦར͕ٻՄͰ͢ɻ
ɹɹɹɹɹɾࣄ業にै͢ࣄΔ合һにɺۈ࿑ऀと͠てࣾձอݥ࿑ಇอݥͷՃೖ͕Ͱ͖·͢ɻ

企
業
組
合
設
立
の

ポ
イ
ン
ト

企
業
組
合
の

メ
リ
ッ
ト

　組合員個人の出資による協同組合法人で、組合員の過半数が実際に事業活動に従事し、出資金額にか
かわらず、一人一票の議決権を持つなど、資本よりも人的つながりを重視した共同事業の性格を強く持っ
ています。
　会社のように一体の事業経営をする場合や、個人事業の集合体として分散型の経営をする場合など様々
な形態が可能です。
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Ⅰ中小企業組合の概要

ϊϋ・ݧܦ者͕ࣗΒのۀΊ͍ͯͨํ、40)0事ۈʹۀا、者ྸߴͰは、ओ්ۙ࠷　
Λ͔׆しͯ、働くΛ͢Δέʔε͕૿え͓ͯΓ、ࢠҭͯࢧԉհ護・ࢱ、֗ͮくΓ、
ݩಛ࢈の։ൃ・ൢച、͞·͟·なͰの׆ʹۀ用͞Ε͍ͯ·͢ɻ
ʮूத͏ߦΛۀΛूதͤͯ͞事ۀのΑ͏ʹ事ۀاଶͱしͯ、௨ৗのܗ組合のۀا、ͨ·　
ଓしͯӡܧ··ͱしͯͦのۀΛ、組合の事ۀ者͕ैདྷӦΜͰ͍ͨ事ۀ人事ݸ֤、ʯͱܕ
Ӧ͢Δʮܕࢄʯ͕͋Γ·͢ɻ

■ 生きがいや地域貢献を事業にしたい■ 企業組合とは？
　̐人Ҏ্のݸ人͕ࢿຊͱ労働ྗΛدͪ࣋Γ、Ұͭのۀاମͱなͬͯ事׆ۀಈΛ͏ߦ組合Ͱ
͢ɻ΄͔のதখۀا組合ͱҟなΓ、ݸ人͕த৺ͱなͬͯ׆ಈし、事ݶ͕ۀఆ͞Εな͍͜ͱ͔
Β、ͦΕͧΕの༗͢ΔΞΠσΞ、ٕज़、ϊϋなどΛ͔׆しͨ事ۀΛ͏ߦ、会社ʹ͍ۙܗ
ଶの組合Ͱ͢ɻ
事ैʹۀΓ、ͦのͨΊʹ組合の事͓ͯͬ࣋組合は、組合員͕ͱʹ働くͱ͍͏ಛ৭Λۀا　
͢Δٛ務͕՝ͤΒΕ͍ͯ·͢ɻ·ͨ、ݸ人Ҏ֎ʹ組合事ۀΛαϙʔτ͢Δ๏人Ұఆの
݅のͱͰಛఆ組合員ͱしͯՃೖ͕Ͱ͖·͢ɻ

■ インターネットを活用してSOHOを興したい

■ 主婦などの仲間でビジネスをしたい

　事ۀ者Ͱな͍ݸ人ʹΑΓઃཱ͞Εͨ組合、·ͨはݸ人事ۀ者Ͱ͋ͬͨ組合員͕ैདྷ
ӦΜͰ͍ͨ事ۀॴΛดしͯ合ಉしͨܗଶΛͱΔ組合Ͱ͋Γ、組合ࣗମ͕事׆ۀಈの
ओମͱなΓ·͢ɻ事ۀॴは֓ͶҰΧॴʹूதし͍ͯΔの͕ଟ͍Ͱ͕͢、ෳの事ۀ
ॴΛͭ࣋の͋Γ·͢ɻ

ॴͱしͯଘଓͤ͞ۀॴΛ組合の事ۀ者Ͱ͋ͬͨ組合員͕ैདྷӦΜͰ͍ͨ事ۀ人事ݸ　
Δํ๏ΛͱΔ合Ͱ、ೖൢചʹ͍ͭͯは֤事ۀॴʹ委Ͷͯ、組合ຊ෦は、ओͱし
֤ͯ事ۀॴのച্ۚのऩೲཧೖۚのࢧのۀ務Λ͍ߦ·͢ɻ

集 中 型

分 散 型
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Λ͔׆しͯ、働くΛ͢Δέʔε͕૿え͓ͯΓ、ࢠҭͯࢧԉհ護・ࢱ、֗ͮくΓ、
ݩಛ࢈の։ൃ・ൢച、͞·͟·なͰの׆ʹۀ用͞Ε͍ͯ·͢ɻ
ʮूத͏ߦΛۀΛूதͤͯ͞事ۀのΑ͏ʹ事ۀاଶͱしͯ、௨ৗのܗ組合のۀا、ͨ·　
ଓしͯӡܧ··ͱしͯͦのۀΛ、組合の事ۀ者͕ैདྷӦΜͰ͍ͨ事ۀ人事ݸ֤、ʯͱܕ
Ӧ͢Δʮܕࢄʯ͕͋Γ·͢ɻ

■ 生きがいや地域貢献を事業にしたい■ 企業組合とは？
　̐人Ҏ্のݸ人͕ࢿຊͱ労働ྗΛدͪ࣋Γ、Ұͭのۀاମͱなͬͯ事׆ۀಈΛ͏ߦ組合Ͱ
͢ɻ΄͔のதখۀا組合ͱҟなΓ、ݸ人͕த৺ͱなͬͯ׆ಈし、事ݶ͕ۀఆ͞Εな͍͜ͱ͔
Β、ͦΕͧΕの༗͢ΔΞΠσΞ、ٕज़、ϊϋなどΛ͔׆しͨ事ۀΛ͏ߦ、会社ʹ͍ۙܗ
ଶの組合Ͱ͢ɻ
事ैʹۀΓ、ͦのͨΊʹ組合の事͓ͯͬ࣋組合は、組合員͕ͱʹ働くͱ͍͏ಛ৭Λۀا　
͢Δٛ務͕՝ͤΒΕ͍ͯ·͢ɻ·ͨ、ݸ人Ҏ֎ʹ組合事ۀΛαϙʔτ͢Δ๏人Ұఆの
݅のͱͰಛఆ組合員ͱしͯՃೖ͕Ͱ͖·͢ɻ

■ インターネットを活用してSOHOを興したい

■ 主婦などの仲間でビジネスをしたい

　事ۀ者Ͱな͍ݸ人ʹΑΓઃཱ͞Εͨ組合、·ͨはݸ人事ۀ者Ͱ͋ͬͨ組合員͕ैདྷ
ӦΜͰ͍ͨ事ۀॴΛดしͯ合ಉしͨܗଶΛͱΔ組合Ͱ͋Γ、組合ࣗମ͕事׆ۀಈの
ओମͱなΓ·͢ɻ事ۀॴは֓ͶҰΧॴʹूதし͍ͯΔの͕ଟ͍Ͱ͕͢、ෳの事ۀ
ॴΛͭ࣋の͋Γ·͢ɻ

ॴͱしͯଘଓͤ͞ۀॴΛ組合の事ۀ者Ͱ͋ͬͨ組合員͕ैདྷӦΜͰ͍ͨ事ۀ人事ݸ　
Δํ๏ΛͱΔ合Ͱ、ೖൢചʹ͍ͭͯは֤事ۀॴʹ委Ͷͯ、組合ຊ෦は、ओͱし
֤ͯ事ۀॴのച্ۚのऩೲཧೖۚのࢧのۀ務Λ͍ߦ·͢ɻ
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特集　任意組織・グループ活動の法人化に組合制度を利用しよう！

特定地域づくり
事業協同組合

人口急減地域で「人手不足」に
お困りの事業者の皆様に
お勧めします！

！すで」合組同協業事りくづ域地定特「、そこ時なんそ

人口急減地域の課題

●人口減少が止まらない。
●移住を促進したいが、
　雇用の受け皿がない。

●人手不足が深刻。
●せめて繁忙期だけでも
　人手が欲しい。

●定住・移住したいけど、
　安定した仕事がない。

　令和2年6月に「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業
の推進に関する法律」が施行されました。
　「特定地域づくり事業協同組合」とは、人口急減地域において、組合が年
間を通じて正規職員を雇用し、組合員である事業者の人手が必要な時期
に職員を派遣する制度です。
　これにより、繁忙期における地域事業者の人手不足解消や、安定した雇
用環境整備による定住促進の効果も期待されます。

政財の政行はていつに費営運の」合組同協業事りくづ域地定特「、たま　
支援があるなど、数多くのメリットがあるんです！

《行政》 《事業者》 《働き手》

組合で通年の
雇用を創出！！

ポイント①

繁忙期の人手
不足を解消！！

ポイント②

組合運営費は
行政から補助！！

ポイント③

地域への移住・
定住を促進！！

ポイント④

特定地域づくり事業協同組合員

特定地域づくり事業協同組合

者

業

農

者

業

林

者

業

漁

県 市 町 村 中 央 会

者
業
工
加
品
食

者
業
材
製

者
業
造
製
械
機

者
業
食
飲

者
業
泊
宿

者
業
護
介

組合：職員派遣
組合員：利用料

組合：職員派遣
組合員：利用料

組合：職員派遣
組合員：利用料

認定 財政支援 設立・
運営支援
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― つながる　ひろげる　連携の架け橋 ―
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特定地域づくり事業協同組合の運営には、
行政からの財政支援が行われます！！

組合自己負担
（利用料金収入） 国（交付金）

国（特別交付税）

地域・業種に応じたスケジュールで職員を派遣！

長野県内でも「特定地域づくり事業協同組合」が設立されています！
生坂村特定地域づくり事業協同組合
ぶどう農家、農業公社、福祉事業者、建設事業者
（事務）、食品製造業者、電気業者、林業者など

おたり地域づくり協同組合
スキー場事業者、小売飲食事業者、建設事
業者、林業者、宿泊事業者など

あなたも設立を検討してみませんか？
　全国では、既に104の「特定地域づくり事業協同組合」が認定されてい
ます（令和６年8月30日時点）。地域事業者で協力しながら、人材確保・移住
促進に取り組んでみませんか。

①事前準備（事業者・市町村・関係事業者団体間の相談・調整）
②事業計画（案）の作成
③一連の手続きの関係機関への事前相談
④事業協同組合の設立認可手続（長野県・長野県中小企業団体中央会）
⑤特定地域づくり事業協同組合の認定手続（長野県）

）局働労野長（ 出届の業事遣派者働労⑥
⑦特定地域づくり事業開始

※財政支援を受ける場合は、事前に各市町村にご相談ください。

手続きの
流れ

1/2 1/4 1/8

市町村
1/8

4月 5月～10月 11月～3月

農業 飲食業 酒造業

介護
事業 こども園 小売業

通年

AM

or
PM

財政支援
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中 央 会 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー

「人に優しい地域の宿づくり賞」優秀賞を受賞
～諏訪湖温泉旅館協同組合～

　諏訪湖温泉旅館協同組合が全国旅館ホテル生活衛生同
業組合連合会の主催する「第27回人に優しい地域の宿づ
くり賞」優秀賞を受賞し、６月に札幌市で開催された「第
102回全旅連全国大会in北海道」で表彰式が行われました。
　今回の受賞は、上諏訪温泉を訪れる観光客へ快適な観
光環境を提供するために、平成４年から30年以上続けて
いる諏訪湖畔の清掃活動が評価されたものです。この清
掃活動は、毎年４月から11月にかけて月１回実施され、
組合員や観光関係者が諏訪湖畔を歩いてゴミを拾い集め
ることで、諏訪湖の美化に取り組んでいます。
　伊東克幸理事長は「組合員をはじめ、観光関係者や行
政など様々な方と力を合わせ地域が一体となって続けて
きたことを評価してもらった。私たち宿泊事業者にとっ
て諏訪湖はシンボルであるとともに集客の糧でもある。多くの先輩方が続けてきた活動を、
今後も一生懸命取り組んでいきたい」と話されました。

事業承継セミナーを開催
　９月18日・19日に、それぞれ長野市「ホ
テル信濃路」、諏訪市「RAKO華乃井ホテ
ル」にて、事業承継セミナーを開催しま
した。
　講師に、公益財団法人長野県産業振興
機構 長野県事業承継・引継ぎ支援セン
ターの柳澤宏季承継コーディネーターと
エリアコーディネーターの方をお招きし、
「組合で取り組む事業承継支援施策につい
て～サプライチェーン事業承継の推進～」
をテーマにご講演いただきました。

　「親族内承継、従業員承継、第三者承継と事業承継には様々なパターンがあるが、事業承
継に関する準備から承継が完了するまで５年～10年程度の時間を要している。『社会の公器』
としての企業存続は、社会や地域の発展のためにも必要であり、事業承継に前向きな使命
感を持って早めに支援機関に相談してほしい」と柳澤コーディネーターからお話しいただ
きました。
　事業承継に関するご相談はこちらへ
　公益財団法人長野県産業振興機構		長野県事業承継・引継ぎ支援センター
　TEL　026-219-3825（受付時間　平日8:30～17:15）
　URL　https://shoukei.nice-o.or.jp/

賞状を持つ堀元彰事務局長

長野県事業承継・
引継ぎ支援センター

事業承継セミナーの様子



�

中 央 会 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー

ɹಇきํվֵがਐΊΒΕɺޏ用ܗଶଟ༷Խ͢Δ中でɺಇ͘ํʑの
৬のトϥϒϧଟ༷ԽɾෳࡶԽしてい·͢ɻ

雇用のトラブル
県労働委員会が解決をサポートします

「あっせん」制度のお問い合わせ
　長野県労働委員会（県庁８階）
　TEL   026-235-7468（直通）

労働委員会とは

労働委員会による「あっせん」のメリット

団体交渉を行っているが、会
社側の主張が一方的で

議論が進まない

会社から突然雇止めを
通告されたが、パートだから

辞めるしかないのか

このようなことでお困りでしたら、
　　　　　　　　労働委員会にご相談ください

労働委員会は労使間のトラブルを解決するための行政機関です。
労働者、事業主の双方からあっせんの申請が可能です。

●「あっせん」は、あっせん員が、当事者双方の主張を聞き、争点
を明らかにして譲歩を促したり、公正・中立な解決策を提示し、
問題解決に結びつけるものです。

●労働問題の実情に詳しいあっせん員※が、それぞれの立場で当
事者双方から丁寧にお話をお聞きします。

　　※�公益委員（弁護士、大学教授など）、労働者委員（労働組合の役員など）
　　　使用者委員（会社の人事・労務担当役員など）の三者構成
●労働審判等と比べ、手続きが簡易で、利用は無料です。

通告されたが、パートだから

職場の人間関係やセクハラ、
パワハラ問題で悩んでいる

例えば

詳しくは
コチラ
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大型部品の加工体制を構築
　顕微鏡を中心とする学校用理科教材の開発・製造で圧倒的なシェア
を誇る、日本光器製作所。その製品は全国の学校現場で使われていま
す。さらに各種測定顕微鏡、標本をミクロン単位でスライスするミク
ロトームなど、大学や病院、企業等の検査・研究施設向けの製品でも
よく知られた存在です。
　もっとも、同社売上げの約７割を占めるのが、蓄積してきた精密加
工技術を活かした各種金属部品の加工。小～中型サイズの製品を中心
に地域の製造業各社のニーズに応え、売上高も順調に増加しています。
　そんな中でスタートしたのが、大型サイズの建設機械部品加工と装
置ユニットの組み立てという新たな取り組みです。「2020（令和２）年

頃から試作を開始。量産対応も踏まえ、従来の体制に加え、大型部品
の加工体制を新たに構築する必要が出てきました」と小泉澄生社長。同
時に、塑性加工済みの金属や板厚の薄い大型サイズの切削加工時に発
生する、ワークの歪みに対応する固定技術の開発も課題となりました。
　そのため同社では、ものづくり補助金を活用し、大型サイズが加工
可能なテーブルを持つ立型マシニングセンタを導入。ワークの歪みや
曲がりへの対応では、プレート引き込み治具を用いて下部からワーク
を固定する手法を採用しました。加工したい部位に合わせて複数の治
具をクイックチェンジ固定することで、工程の集約も実現しました。

特殊な顕微鏡で存在感を発揮
　同社は顕微鏡を中心とする学校用理科教材の製造会社として1970（昭和
45）年、青木村で創業。2020年、現在地に本社工場を新築移転し、村内数
カ所の工場および上田市内のショールームをここに集約しました。
　「毎年1,000～1,500台ほど安定的に受注している」という学校理科教材用
の顕微鏡は取り扱いメーカー５社すべてにOEM供給。祖業であるこの分野
では同業社の廃業が相次ぎ、全国的にも貴重な存在です。
　もっとも同社が特に存在感を発揮しているのが、大学や病院、企業など
の検査・研究施設向けの特殊な顕微鏡です。例えば、平面２点間の長さ、
上下方向（高さ）を測定する読取顕微鏡などの測定顕微鏡。小型部品や微細
加工品、形状が変形しやすいゴムなどの部品など、複雑な形状部位を非接触で測定が可能です。また超小型携帯用
精密顕微鏡は、河川等の環境調査や建物内のカビ・ダニの検査などの生物用から、鉱物やアスベストなどが観察で

きるものまで各種あり、フィールドワークに重宝されています。
　また顕微鏡で観察する試料をスライスするミクロトームは、手動式ならではの使
い勝手の良さと低価格で高く評価されています。高剛性の刃をニーズに合わせて選
択し、標本を瞬間的に冷凍する装置なども用意。柔らかいものから、スライスに強
い力を必要とする樹脂まで、さまざまなものに対応しています。
　「測定顕微鏡や精密顕微鏡、ミクロトームなど特殊なものばかりですが、大手と同
じことをやっても価値がない。製品はほとんどを自社ブランドで直販しています」。
　精密技術に特化し徹底的に極める−。特殊な顕微鏡開発で発揮された同社の姿勢
は、大型部品加工への挑戦にも活かされています。

学校教材から特殊な顕微鏡開発まで極めた
精密技術を活かし、大型部品加工への新たな挑戦。生産性革命と挑戦

Vol.30
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ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金第13次採択企業 株式会社日本光器製作所

立型マシニングセンタ

女性も活躍する製造現場

精密回転式ミクロトームの組み立て

小型生物顕微鏡（DSM-I型）
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　  組合設立の経緯
　旧楢川村（現塩尻市）では、江戸時代の頃から
450有余年にわたり漆器工芸が盛んな土地です。
この地域は、夏は涼しく冬は寒さ厳しく、湿潤な
気候が漆を塗る作業環境に適しているとともに、
木曽谷の豊かな森林から良質な木材が調達できた
ことや、中山道の街道文化と共に発展し、現在ま
で連綿と受け継がれてきました。
　旧楢川村には漆器工芸の任意団体が複数ありま
したが、昭和25年設立の「木曽平沢漆器工業協同
組合」に昭和33年これらの団体を統合し「木曽漆器
工業協同組合」に名称変更し、併せてこれまで平
沢塗・木曽塗・木曽物などと言われていたものを、
ブランド名として「木曽漆器」に統一しました。

　  漆に関するスペシャリスト
　木曽漆器の強み
は、お椀やお盆等
の小さなものから、
座卓・家具・建築
物等の大きなもの
まで幅広く柔軟に
対応できる技術が
あり、また新しい
ことに取り組む職人も多く、現代感覚のデザイン
性の高いものへの漆塗、ガラスや金属、皮など木
材以外の素材の活用など、漆塗りの可能性にチャ
レンジしていることが挙げられます。
　産地内では多彩な技術を保有しているため、名

古屋城の本丸御殿
の復元、金閣寺・
西本願寺・善光
寺・重文小野家住
宅・松本市街地の
山車等様々な漆文
化財の修復や復元
に携わり、歴史的

な文化財等を後世に引き継ぐ一端を担っています。
修復工房を構えているため、現地施工以外にも部
材を工房に持ち込み、現場で組み立てるなど物件
により柔軟な対応が可能となっています。
　「小物から大物まで手掛けることができる多彩
な技術力がこの産地の強み。職人の持つ技術への
探求心が、その強みの源泉となっている」と小林
広幸理事長は話されました。

　  伝統的工芸品の常設展示場をオープン
　長野県の補助金
を活用し、長野県
内の伝統的工芸品
を一堂に展示した
常設展示場を地場
産センターの中に
開設。青を基調に
落ち着いた展示ス
ペースの中、それぞれの工芸品について紹介され
ており、木曽漆器を含め、県内に数ある伝統的工
芸品を間近に見ることができます。
　伝統的工芸品の職人による実演企画など、今後
の展示スペースの活用にも意欲的です。

　  今後の展望
　狭いエリアに多くの事業者が軒を連ねる木曽漆
器の産地。この経営環境を活かし、風通しの良い
組織にすることで、技術伝承や様々な情報の飛び
交う活発な組織づくりを目指しています。
　また、産地の中心地は「漆工町：木曽平沢」とし
て重要伝統的建造物群保存地区（重伝建）に選定さ
れており、歴史的な建造物が残る貴重な町です。
漆と工芸の町として、観光客の誘客をはじめ、春
と秋に開催している「木曽漆器祭」の実施など、こ
こでしか買えないもの、ここでしか体験できない
ことを展開できるようにしていきたいと小林理事
長に今後の抱負を語っていただきました。

ZOOM UP! 
ズームアップ! 木曽漆器工業協同組合
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組合　の魅力発見

沈金の大作が工芸館でお出迎え

一堂に展示される伝統的工芸品

暮らしの工芸館で販売される漆器

小林理事長
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角が立つ「Vカット」を展開
　法規書や写真集、画集等の専門書や百科事典など、
薄紙や布、皮などで覆われた硬い板紙の表紙で綴じら
れたハードカバーの高級書籍。その多くがさまざまな
ブックケースに収められています。
　ハードカバー
の表紙とブック
ケースの製造に
特化し、ブック
ケースでは県内
唯一の製本会社
が、末岡製本所。
後継者不足やコ
ロナ禍による廃
業が続く同業界
にあって、国内はもとより、同社サイトを通して韓国
など海外からも受注が舞い込みます。
　機械貼りが困難な変形サイズや和紙、本皮などの規
格外表紙や加除表紙など、さまざまな表紙を手作業主
体で製作。また、J-POPの人気アーティストの写真集
等とDVD・CDがセットになった公式グッズ（DVD・
CD枠付き表紙）なども数多く手がけています。
　「写真集や展覧会等の図録などは変形サイズが多く、
機械もありますが、ほとんどが手作業になる。やはり
経験がものをいいます」と末岡和広社長。ひとつの表紙
に数種類の素材をまったく違和感なく貼るなど、その
技術はまさに職人技です。
　一方、厚板を曲がりやすく加工するための溝（折罫）
をV字に切る「Vカット」は、特注の加工機械と刃物を使
用した、同社ならではの製本技術。表紙やケースの角
が立った高級感あふれる書籍やカタログ、DVD・CD
枠付き表紙などに用い、数多くの製品を手がけていま

す。末岡社長は「これができるのは現在当社だけ。国内
で同様製品の３分の１ほどは当社が手がけている」と
胸を張ります。

紙メディアへの信頼感に可能性
　同社は1955（昭和30）年創業。加除法規書の表紙を中
心に手がけ、後に一般書籍の製本にも事業を広げまし
た。1989（平成元）年に現在地に移転した翌年、父であ
る先代が死去。東京の大手印刷会社で製本業務を担当
していた末岡社長が26歳で社長に就任しました。
　機械化を進め一般書籍の製本をさらに拡大、表紙か
らのシフトも考えましたが「表紙とブックケースの注
文が途切れず撤退もできない。結果、現在の事業に専
念することになりました」。末岡社長は多品種少量生産
そのものともいえる事業を突き詰め、Vカットにも挑
戦しながら、ニッチな独自路線を切り拓いてきました。
　その中で特筆されるのが、国立国会図書館の館報を
はじめ、病院のカルテ、各種新聞などをまとめて上製
本にする合本を多く手がけていること。これも手仕事
で培った同社ならではの技術です。
　「ペーパーレスが時代の流れですが、逆に紙で残すこ
とが増えているようにも感じます」。デジタルデータは
システムが変わると使えなくなったり、ハッキングの
リスクもあります。裁判所の判例集は必ず紙で残して
いるように、本当に大事なものは紙で残すという、紙
メディアへの信頼感。末岡社長はそこに同社の可能性
を強く感じ、技術継承・発展のカギは人が握ると考え
ています。
　「当社は手作業が基本で、マニュアル化も難しい。実
際に作業をしながら技術
を覚えていってもらうし
かありません。しかし人
材がなかなか採用できな
いのが悩み」。将来を担
う若手人材をいかに確保、
充実していくか。それが
大きな課題のようです。
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ハードカバーの表紙とブックケースに特化。角
が直角に立った高級感あふれる表紙・パッケー
ジをつくる「Vカット」で独自路線を走る。

わが社の経営戦略
有限会社末岡製本所
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DVD・CD枠付き表紙

特注機械と刃でVカットした表紙

長野県中小企業੨中央会�৴ࢧ෦ɾ会һ
ʢ長野県ຊ業߹�ɾ߹һʣ

末岡和広代表取締役社長
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長野が誇る発酵食を世界へ
　「発酵バレーNAGANO」は、長野県内の発酵食品産業８団体・企業（味噌・日本酒・ワイン・醤油・漬物・納豆・
チーズ・酢）計318社（2024年７月時点）が連携して、「長野県が誇る発酵食」の魅力を国内外に発信し、「NAGANO
といえば、発酵・長寿県というブランドを構築すること」を目的として、2023年11月24日（和食の日）に発足した
コンソーシアムです。
「長野県が誇る発酵食を軸として、様々な業界が共創し、世界中に長野県のファンをつくる」をミッショ
ンとし、産学官が連携して、長野の発酵食の魅力を発信します。

NAGANOといえば、発酵・長寿の国
　長野県は世界的にもトップクラスの長寿県です。
その理由の一つに、長野県の日常的な食事には、
野菜や発酵食品が多く含まれており、健康増進効
果が影響していると考えられます。日常的に食べ
ている発酵食といえば、味噌、醤油、漬物、納豆
など様々なものがあります。信州味噌で有名な長
野県は、昔から「発酵食品」の文化が根付いており、
味噌だけでなく日本酒、ワイン、チーズ、酢造り
なども盛んな、発酵食品の一大宝庫なのです。

今後の展望
　「発酵バレーNAGANO」では、上記のミッション達成のため、具体的には次の３つの分科会を立ち上げ、活動を
開始しました。
　1.		産学官連携による技術開発や新商品開発への支援
　2.		発酵食品の持つ歴史文化を絡めた海外での販売力・発信力の強化
　3.		観光業界や地域と連携した、「発酵食ツーリズム」の定着
　発酵食は日本の伝統食であり、全国各地域に根付いております。「発酵バレーNAGANO」では、長野県ならでは
の魅力を掘り下げ、地域の企業と共に日本や世界に向けてその魅力を発信していきます。

　参加企業を募集中です。業界を問わず、様々なコラボレー
ションを歓迎します。WEBサイトよりお問い合わせいただけ
れば幸いです。
Ｈ　Ｐ：https://hakkou-valley.nagano.jp/
E-mail：shigetoshi-yoshikawa@hakkou-valley.nagano.jp
住　所：〒380-8553 長野市若里4-17-1
　　　　信州大学国際科学イノベーションセンター505号室
代表者：発酵バレーNAGANO理事長　青木時男

新連載 NAGANOが誇る発酵食Vol.1

事務局から

発酵バレーNAGANO事務局がある
信州大学国際科学イノベーションセンター

キックオフイベント　内閣審議官　西経子氏と各団体代表者

GO! 発酵バレーNAGANO
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労働局からのお知らせ

「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が
2024年11月１日に施行されます。

法律の目的
この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、①フリーランスの方と企業などの発
注事業者の間の取引の適正化と②フリーランスの方の就業環境の整備、を図ることを目的としています。

法律の適用対象 発注事業者からフリーランスへの「業務委託」（事業者間取引）
フリーランス 業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの
発注事業者 フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの

※ 一般的にフリーランスと呼ばれる方には、「従業員を使用している」「消費者を相手に取引をしている」方も含まれる場合もありますが、
これらの方はこの法律における「フリーランス」にはあたりません。

例:フリーランスとして働くカメラマンの場合

企業(従業員を使用)
フリーランス

(従業員を使用していない)

この法律の対象
消費者

消費者・企業(不特定多数)

この法律の対象外
企業が宣材写真の

撮影を委託
（事業者からの委託）

消費者が家族写真の撮影を委託
（事業者ではなく消費者からの委託）

自作の写真集をネットで販売
（委託ではなく売買）

法律の内容
発注事業 者 義務項目 フリーラン ス

 フリーランスに業務委託をする事業者
 従業員を使用していない
※フリーランスに業務委託するフリーランスも含まれます。

 フリーランスに業務委託をする事業者
 従業員を使用している

 フリーランスに業務委託をする事業者
 従業員を使用している
 一定の期間以上行う業務委託である

※「一定の期間」は、③は１か月、⑤⑦は６か月です。契約の
更新により「一定の期間」以上継続して行うこととなる業務委
託も含みます。

①

①、②、④、⑥

①、②、③、④、
⑤、⑥、⑦

• 業務委託の相手方である事業者
• 従業員を使用していない

義 務 項 目 （ 義 務 項 目 具 体 的 な 内 容 ）
①書面等による取引条件の明示
業務委託をした場合、書面等により、直ちに、次の取引条件を明示すること
「業務の内容」「報酬の額」「支払期日」「発注事業者・フリーランスの名称」「業務委託をした日」「給付を受領／役務提供を受ける日」「給付を受領／役務
提供を受ける場所」「（検査を行う場合）検査完了日」「（現金以外の方法で支払う場合）報酬の支払方法に関する必要事項」

②報酬支払期日の設定・期日内の支払
発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと

③禁止行為
フリーランスに対し、１か月以上の業務委託をした場合、次の７つの行為をしてはならないこと
●受領拒否 ●報酬の減額 ●返品 ●買いたたき ●購入・利用強制 ●不当な経済上の利益の提供要請 ●不当な給付内容の変更・やり直し

④募集情報の的確表示
広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、・虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと、・内容を正確かつ最新のものに保たなけ
ればならないこと

⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮
６か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと

・「子の急病により予定していた作業時間の確保が難しくなったため、納期を短期間繰り下げたい」との申出に対し、納期を変更すること
・「介護のために特定の曜日についてはオンラインで就業したい」との申出に対し、一部業務をオンラインに切り替えられるよう調整すること など
※やむを得ず必要な配慮を行うことができない場合には、配慮を行うことができない理由について説明することが必要。

⑥ハラスメント対策に係る体制整備
フリーランスに対するハラスメント行為に関し、次の措置を講じること
①ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発、②相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、③ハラスメントへの
事後の迅速かつ適切な対応 など

⑦中途解除等の事前予告・理由開示
６か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、・原則として30日前までに予告しなければならないこと、・予告の日から解除日
までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には理由の開示を行わなければならないこと

 この法律上は、フリーランスは「特定受託事業者」、発注事業者は「特定業務委託事業者」 「業務委託事業者」とされていますが、この資料では伝わりやすさを
優先し、それぞれ「フリーランス」、「発注事業者」と表現しています。

 「従業員」には、短時間・短期間等の一時的に雇用される者は含みません。具体的には、「週労働20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者」が「従業員」
にあたります。

 特定の事業者との関係で従業員として雇用されている個人が、副業で行う事業について、事業者として他の事業者から業務委託を受けている場合には、この法律に
おける「フリーランス」にあたります。

 なお、契約名称が「業務委託」であっても、働き方の実態として労働者である場合は、この法律は適用されず、労働基準法等の労働関係法令が適用されます。

（ 例 ）

発注事業者の義務の具体的な内容などは、政省令・告示などで定めております。詳細な法律等の内容や最
新の情報については、関係省庁のホームページをご覧ください。

発注事業者が満たす要件に応じてフリーランスに対しての義務の内容が異なります
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  本助成金のお問合せ先  長野労働局雇用環境・均等室（℡026-223-0560） 

0120-030-045 受付時間 平日 ８:３０～１８：１５ 

（土日・祝日・年末年始（12/29～1/3）はご利用いただけません。）

お問合せ先 年収の壁突破・総合相談窓口（フリーダイヤル・無料）
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最低賃金
� 知っておきたいポイント

　������݄Αりશࠃの࠷ۚա࠷ڈେのҾき্͛෯Ͱશࠃฏۉ����ԁとվఆ͞Εる͜
と͕ܾఆしͯいます。ݝͰ��ԁΞοϓの���ԁとͳりɺଟくのࣄ業ऀ様͕ۚҾき্͛に
औりΉ͜と͕ٻΊらΕͯいます。ࠓࡢのՁߴಅにΑりɺۚのҾき্͛ै業һのੜ׆をࢧ
͑るのΈͳらͣɺ࠾༻ྗの্にもد༩します。ࣗࣾの͕ۚ࠷ۚҎ্のֹにͳͬͯいる͔
を֬ೝするํ๏をڅ༩ମ͝ܥとにղઆします。

【最低賃金額以上かどうかを確認する方法】
ۚのରとͳる࠷ֹۚҎ্とͳͬͯいる͔Ͳう͔をௐるにɺ࠷ΘΕる͕ۚࢧ　
ֹۚとద༻͞Εる࠷ֹۚをҎԼのํ๏Ͱൺֱします。
߹の場੍څؒ࣌　（̍）　

　　　　時間給≧最低賃金額(時間額)

　（̎）　੍څの場߹

　　　　日給÷１日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
　　　　たͩしɺֹ͕ఆΊらΕͯいるಛఆ	࢈業別
͕ۚద༻͞Εる場߹にɺ࠷

　　　　日給≧最低賃金額(日額)

߹の場੍څ݄　（̏）　

　　　　月給÷１箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

߹ɾ（̎）ɾ（̏）のΈ߹Θͤの場（̍）ه্　（̐）　
　　　　�ྫ ͑جຊ͕څ੍څͰ֤ख（職खͳͲ）੍͕݄څͳͲの場߹ɺͦΕͧΕ্ه

（̎）ɾ（̏）のࣜにΑりֹؒ࣌にࢉしɺͦΕを߹ܭしたものと࠷ֹۚ（ֹؒ࣌）を
ൺֱします。

※最低賃金額との比較にあたって次の賃金は算入しません
　ᶃྟ࣌にࢧΘΕるۚ（݁ࠗखͳͲ）
　ᶄ̍ϱ݄を͑るؒ͝ظとにࢧΘΕるۚ（༩ͳͲ）
　ᶅॴఆ࿑働ؒ࣌を͑るؒ࣌の࿑働にରしͯࢧΘΕるۚ（ؒ࣌֎ׂ૿ۚͳͲ）
　ᶆॴఆ࿑働Ҏ֎のの࿑働にରしͯࢧΘΕるۚ（ٳׂ૿ۚͳͲ）
　ᶇ͔࣌��ޙޕ�らޕલ̑࣌まͰのؒの࿑働にରしͯࢧΘΕるۚのうͪɺ௨ৗの࿑働ؒ࣌の
ۚのֹࢉܭを͑る෦（ਂׂ૿ۚͳͲ）

　ᶈਫ਼ۈखɺ௨ۈखɺ͓ΑͼՈख

ͳ͕ͷࣾ࿑ڠ࢜ಉ合ɹಛఆࣾձอݥ࿑࢜ɹਫ�

社労士が教える
労務管理のポイント

第４回



��

こんな疾病をお持ちの方も大丈夫！ まずはご相談ください。 

長野県福祉共済協同組合 ࢢ中ޚॴԬా�������

４か月前に 
心筋梗塞で 

手術をしました。 

ݝ中小企業ձؗ̏֊�

がんへの不安に備える「がん総合共済」
満67歳までの方がご加入いただけます。満80歳までご継続いただけます。 

年齢・性別問わず、月々の掛金1,500円で、 
がんと診断されたら ⇒ 50万円
がんによる入院日額 ⇒ 5,000円

さらに、手術・放射線治療  退院後の通院支援まで保障 

※月々の掛金は、満80歳までかわりません。 

※第1保障区分（満15歳から満64歳まで）の場合です。 診断・がん入院ともに満65歳からは保障額がかわります。 

２口までご加入いただけます。がん診断で100万円 

現在、糖尿病で 
通院治療を 
しています。 

サスティナビリティ推進保証「ともにみらいへ」

保証限度額 保証期間 保証料率

3,000万円 年率  0.35％～1.80％

特徴 サスティナビリティへの取り組みを促進！

長期成長保証「つなぐ」

保証限度額 保証期間 保証料率

1億円 ２年以上７年以内

運転資金　７年以内（据置1年以内）

設備資金１０年以内（据置1年以内）

特徴 最長７年一括返済による長期・安定的な資金調達が可能！

※通常より0.1％低い保証料率でご利用可能

年率  0.35％～1.80％

※通常より0.1％低い保証料率でご利用可能

事業の成長・発展に取り組まれている中小企業の皆さまへ

ͷଞʹɺօ͞·ͷϥΠϑεςʔδʹԠ༷ͨ͡ʑͳอূ੍͕͋Γ·͢ɻه্
Ͱ͓͍߹Θ͍ͤͩ͘͞ɻ·ޱΓͷ֤Ӧ業ళ૭د࠷ɺ͍ͯͭʹࡉৄ

˟����������長野ࢢೆ長野県ொ�����

　֤छอূ੍Ͱɺࣄ業ͷ長ɾ発లʹඞཁͳ܁ۚࢿΓΛαϙʔτ͠ ͍ͯ·͢ ɻ

ϗʔϜϖʔδ�ɿIUUQT���XXX�OBHBOP�DHD�PS�KQ
&�NBJM�　　���ɿ�IPTZP!OBHBOP�DHD�PS�KQ
ి૬ஊ૭ޱɿ�������������ʢ企業ࢧԉ෦ʣ
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☆働きやすい職場環境づくり
　「企業の社会的責任（ＣＳＲ）」を果
たすとともに「あらゆる差別の撤廃と
人権教育の推進」に邁進しましょう。

地球に優しい企業人の皆様へ
“ あなたにもできる。
  ライフスタイルの見直しで、
　　　１人１日１kgの CO2 削減 ”

令和6年度令和6年度令和6年度

受 験 申 込

令和6年度中小企業組合検定試験
受験申込サイトから
お申込みください。

検定試験を受
けて組合士に

なろう!!

検定試験を受
けて組合士に

なろう!!中小企業組
合検定試験

121212
SUN
1

チ ャ レ ン
ジ ！

受験資格  特になし（ただし、組合士として認定されるには組合等での3年以上の実務経験が必要です）。

試験科目  組合会計　組合制度　組合運営

試験日  令和6年12月1日（日）

試験地  札幌・青森・仙台・秋田・郡山・水戸・さいたま・東京・長野・静岡・名古屋・京都・松江・広島・山口・高松・福岡・長崎・大分・
宮崎・浦添

願書受付期間  令和6年9月2日（月）～ 10月21日（月）

受験料（税込）  6,600円 　※ 一部科目免除者については、5,500円（二科目受験）、4,400円（一科目受験）。

お問い合わせ先  お申し込み方法など詳しいことは、最寄りの都道府県中小企業団体中央会または 
 全国中小企業団体中央会（TEL.03-3523-4907）までお問い合わせ下さい。
 お申し込み方法など詳しいことは、最寄りの都道府県中小企業団体中央会または 検 索
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